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平成28年度石川県製菓衛生師試験公告

製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第 1項の規定により、平成28年度石川県製菓衛生師試験を次のとお

り実施する。

平成28年 6月 7日

石川県知事 谷 本 正 憲

。

1 試験の日時

平成28年 9月5日(月) 午後 1時30分から午後 3時30分まで

2 試験の場所

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県庁行政庁舎11階会議室

3 出願に関する書類の受付期間

平成28年 7月25日(月)から同年8月 3日(水) まで。 郵送の場合は、同日 までの消印があるものを受け付ける。

4 試験要領の配布場所及び出願に関する書類の提出先

(1) 県内(金沢市を除く 。)に居住する者

住所地を管轄する保健福祉センター

(2) 金沢市又は県外に居住する者

石川県健康福祉部薬事衛生課

5 その他

詳細な点についての問合せは、石川県健康福祉部薬事衛生課へすること。

大規模小売庖舗の変更の届出の公告

大規模小売庖舗立地法(平成10年法律第91号。以下 「法Jとしづ。)第 6条第 1項の規定により、次のとおり大規

模小売庖舗の変更の届出があった。

なお、法第 8条第 2項の規定に基づき、当該大規模小売庖舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のた

め配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から 4月以内に、県に対し、意見書の提出により意見を

述べることができる。

平成28年6月 7日

石川県知事 谷 本 正 憲。 1 大規模小売庖舗の名称及び所在地

明文堂書居金沢県庁前本庖

金沢市鞍月 5丁目 158ほか13筆
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2 変更した事項

大規模小売庖舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)芙蓉総合リース株式会社

代表取締役佐藤隆

東京都千代田区三崎町三丁目 3番23号

(変更後)芙蓉総合リース株式会社

代表取締役辻田泰徳

東京都千代田区三崎町三丁目 3番23号

3 変更の年月日

平成28年4月1日

4 変更する理由

設置者の代表者変更のため

5 届出年月日

平成28年 5月23日

6 届出等の縦覧場所

第 12907号

石川県商工労働部経営支援課、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

7 届山等の縦覧期間

平成28年 6月 7日から同年10月 7日まで

8 意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

平成28年10月 7日

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県商工労働部経営支援課

1 大規模小売庖舗の名称及び所在地

西松屋金沢大桑庖、シュープラザ金沢大桑!苫、ザ・夕、、イソー金沢大桑!苫

金沢市大桑三丁目66番地ほか22筆

2 変更した事項

(1) 大規模小売庖舗の名称及び所在地

(変更前)西松屋金沢大桑居、シュープラザ金沢大桑居、マックハウス金沢大桑庖

金沢市大桑三丁目 66番地ほか22筆

(変更後)西松屋金沢大桑庖、シュープラザ金沢大桑庖、ザ・ダイソー金沢大桑庖

金沢市大桑三丁目 66番地ほか22筆

(2) 大規模小売居舗において小売業を行う者の氏名又は名称、及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(変更前)株式会社マックハウス

代表取締役白土孝

東京都杉並区梅里 1-7-7

ほか2者

(変更後)株式会社大創産業

3 変更の年月日

代表取締役矢野博丈

広島県東広島市西条吉行東 1-4 -14 

ほか2者

平成26年12月 1日

4 変更する理由

2(1)は、 小売業者変更による施設名称変更のため

2(2)は、小売業者変更のため

5 届出年月日

平成28年 5月26日
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6 届出等の縦覧場所

石川県商工労働部経営支援謀、石川県行政情報サービスセンター及び金沢市経済局商業振興課

7 届出等の縦覧期間

平成28年 6月 7日から同年10月 7日まで

8 意見書の提出期限及び提出先並びに問合せ先

平成28年10月 7日

金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県商工労働部経営支援課

農用地利用配分計画の認可申請及び縦覧公告

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第 1項の規定により、石川県農地中間管理

機構から農用地利用配分計画の認可の申請があったので、関係書類を次のとおり縦覧に供する。

なお、この公告に係る利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について、知事に意

見書を提出することができる。

平成28年 6月 7日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者
賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所

有限会社アグリほりかわ 能美市石子町ハ58番地 能美市小杉町南 7番ほか9筆

農事組合法人 アグリてどり 能美市上清水町ロ78番地 能美市北市町33番

農事組合法人 三舟アグロス 能美郡川北町字三反田ロ 120番地 能美市下清水町ヨ22番ほか4筆

吉岡 公 次 能美郡川北町字中島ヲ153番地の 1 能美郡川北町字中島ト 9番 1ほか3筆

農事組合法人 上大田営農組合 河北郡津幡町字上大田ル8番地 河北郡津幡町字上大田大18番ほか11筆

橋本豊治 河北郡津幡町字舟橋イ 104番地 河北郡津幡町字舟橋240番

中川 信幸 河北郡津幡町字舟橋ツ 1番地 河北郡津幡町字舟橋362番 1ほか 1筆

田畠幸雄 羽咋郡志賀町大坂ナ45番地 羽咋郡志賀町大坂新68番ほか 1筆

森田稔一 鳳珠郡穴水町字七海チの63番地 鳳珠郡穴水町字七海ろ33番ほか4筆

竹森弘 鳳珠郡穴水町字七海チの100番地 鳳珠郡穴水町字七海ろ44番ほか 1筆

小深田文男 鳳珠郡穴水町字七海ルの48番地 鳳珠郡穴水町字七海い 9番ほか 1筆

2 農用地利用配分計画の縦覧場所及び縦覧期間

(1) 縦覧場所

石川県農林水産部農業政策課

(2) 縦覧期間

平成28年 6月 7日から同月 21日まで

3 意見書の提出先

石川県農林水産部農業政策課

干920-8580 金沢市鞍月 1丁 目1番地
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次のとおり 一般競争入札を実施する。

平成28年 6月 7日

石川県知事 谷 本 正 憲

1 一般競争入札に付する事項

(1) 業務名

警察車両の自動車任意保険契約

(2) 業務内容
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入札仕様書(以下「仕様書」としづ。)による。

(3) 契約期間

平成28年 7月 1日から平成29年 7月 1日まで

2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

第 12907号

この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契

約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等(平成

9年石川県告示第581号)に基づき、平成28年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全

てに該当し、かっ、知事によりこの契約に係る入札参加資格の確認を受けたものであること。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の 4の規定に該当しない者であること。

(2) 県の指名停止措置を受けていない者であること。

(3) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支庖若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をし、う。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(平成3年法律第77号)第 2条第6号に規定する暴力団員をし寸。以下同じ。)である者

イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第 2号に規定する暴力団をしづ。以下同じ。)

又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が白己、白社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力凶の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 入札者に要求される義務

入札者は、入札参加資格確認申請書を提出しなければならない。入札参加資格確認申詰書には、次に示す事項に

ついて証明する書類を添えて平成28年 6月15日(水)までに 5(1)の提出場所に提出すること。なお、契約担当者か

ら当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

(1) 仕様書に定められる業務内容を公正かっ的確に遂行し得る者であること。

(2) 国又は地方公共団体が発注した同種業務を受注し、又は履行した実績を有し、この業務の履行が可能で、あると

認められる者であること。

(3) 損害保険業免許を有する者であること。

(4) 県内に事業所を置く者であること。

4 入札参加資格の確認の結果の通知

確認の結果の通知は、平成28年 6月16日(木)までに入札参加資格確認結果通知書の郵送等により行う。

5 入札書の提出場所等

(1) 入札書の提出場所、仕様書及び入札参加資格確認申請書の交付場所並びに問合せ先

干920-8553 金沢市鞍月 1丁目 1番地

石川県警察本部庁舎4階会計課電話番号 076-225-0110

(2) 仕様書等の交付方法

(1)の交付場所において交付

(3) 入札書の受領期限

平成28年 6月17日(金)正午(郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、 (1)の提出場所

とする。)

(4) 開札の日時及び場所

平成28年 6月17日(金)午後 1時30分石川県警察本部庁舎2階入札室

6 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額を持って落札価格とするので、見積もった契約希望金額を入札

書に記載すること。

7 落札者の決定方法

石川県財務規則J(昭和38年石川県規則第67号)第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
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の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

8 入札に関する注意事項

(1) 入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。

(2) 入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。

(3) 入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合

において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

9 入札の無効

この公告に示した入札に参加する資格のない者の提出した入札書、入札参加資格の確認手続等を行わない者の提

出した入札書、入札に関する注意事項を遵守しない者の提出した入札書その他入札説明書に違反した者の提出した

入札書は、無効とする。

10 契約書作成の要否

要

11 入札保証金及び契約保証金

免除

匡と
.1m. 査 委 貝

定期監査結果公表

地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定により、平成27年度の財務事務に係る監査を実施したの

で、その結果を次のとおり公表する。

平成28年 6月7日

石川県監査委員

同

同

同

作 広 昭

修

孝
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監査箇所名 監査年月日 監査の対象 監査の結果

所管の業務をはじめ、財務に関する事務

工業試験場 平成28年 5月25日 平成28年 3月末日現在 の執行は、おおむね適正に処理されている

と認める。

生涯学習センター 11 平成28年 2月末日現在 11 

図書館 11 11 11 

保健環境センター 11 平成28年 3月末日現在 11 

手取川水道事務所 11 平成28年 2月末日現在 11 

金沢港湾事務所 11 平成28年 3月末日現在 11 

収入事務において、適正を欠くものがあ

中能登農林総合事務所 平成28年 5月27日
りました。

11 

今後、このようなことがないよう十分注

意すること。

所管の業務をはじめ、財務に関する事務

県央農林総合事務所 11 11 の執行は、おおむね適正に処理されている

と認める。

定期監査の結果報告に基づいて講じた措置の公表

石川県知事より標記のことについて、別紙のとおり通知を受けたので地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条

第12項の規定により公表する。

平成28年 6月 7日

石川県監査委員 作 野 広 昭
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同

同

同

第 12907号

二口と 田 修

t兵 田 孝

岡 部 朋 イ党

リハ第 155号

平成28年 5月20日

(別紙)

石 川 県監査 委員 様

石川県知事 谷 本 正 憲

平成28年 4月28日付け石監査第48号で、通知のあった監査の結果に基づき、下記のとおり措置を講じたので地方自治

法第199条第12項の規定により通知します。

記

指摘事項 機関名 監査結果に基づき講じた措置

公用車の交通事故が発生してい リハビリテーション 公用車の運転には、交通関係法規を遵守し、安全運

ます。 センター 転に万全を期するよう、改めて全職員に対し周知徹底

公用車の運行に際しては、安全 を図りました。

運転に万全を期するよう十分注意 また、事故を起こした職員には、運転技術の改善 ・

してください。 向上を図るため「自動車運転技術向上研修」の受講を

指示しました。

今後このようなことがないよう、公用車の運転に際

しては、安全運転に万全を期するよう十分注意し、交

通事故の防止に努めます。

( 1箇月2，350円送料とも) 発行人 干920-8580 石川県金沢市鞍月 1丁目 1番地 石 川 県

印刷所 干92卜8002 石川県金沢市玉鉾4丁目 166番地 側共栄 TEL(076) 292-2236 


